
新型コロナウイルス感染症を理由とした差別や偏見等の防止に係る取組 

 

 

令和 3 年 5 月     

佐賀県立白石高等学校 

 

 

【１】 策定の意義 

 新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性があり、自分自身や身近な人が感染

者もしくは濃厚接触者等となった際に、正しい認識のもとに基本的な感染対策や対応につ

いて理解を深め、差別や偏見等が生じないよう、十分な配慮を行うために本校における取組

を策定した。 

 

 

【２】 取組の内容 

（１） 教職員一人ひとりが新型コロナウイルスについて正しい知識と認識をもち、学校

として基本的な感染症対策を行う。 

（２） 学校として感染症対策について共通理解の下、生徒に対して適切な指導を行うと

ともに、家庭・地域などと連携しながら本取組を周知する。 

（３） 各学級活動や特別活動、保健体育等の時間を活用し、県や文部科学省等の指導資

料を活用した指導を行う。 

（４） そもそも、新型コロナウイルス感染症を理由とした差別や偏見はもとより、あら

ゆる事由による差別や偏見をなくすために人権意識を高め、育てる。 

（５） 新型コロナウイルス感染症を理由とした差別や偏見等を受けた場合の相談体制の

充実を図る。 

 

 

【３】 心のケアの充実について 

（１） 不安を感じた時には、身近な人や教職員相談できるよう、啓発を行う。 

（２） 感染症予防のために、運動、食事、休養、睡眠の調和のとれた生活を身に着けさ

せる。 

（３） 誤った情報や認識、不確かな情報に惑わされることなく、エビデンスに基づいた

行動がとれるよう啓発を行う。 

（４） 生徒間相互の人間関係に加え、医療従事者や社会生活を支える人々への感謝や敬

意を抱くことができるよう、指導を継続する。 



【４】 相談体制 

 校長を委員長とした相談体制の下、各学年・学級において生徒の状況を随時，的確に把握

し、情報共有しながら速やかに対応できる体制をとる。 

 

 

【５】 資料（心の相談窓口） 

校内相談体制

相談者

①相談・③面談

③面談 校長及び校長が指定する相談員

(副校長,学年担当,生徒指導担当,教育相談担当,養護教諭等)

②報告・指示

校長

相談の流れ

① 相談者から相談を受けた相談員は、速やかに校長に報告をする。

② 校長は相談員に対して、情報収集の指示を出すとともに、相談者に対して適切なケアを図る。

③ 校長は必要に応じて、校長もしく相談員による相談者との面談を行い、適切な指導を行う。

事実確認を行い、情報を共有し、再発の防止に努める。



 


